
自
然
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す
る
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照
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改

正

案

現

行

備

考

別
表
（
第
六
条
関
係
）

別
表
（
第
六
条
関
係
）

二

研
修
室
等
、
体
育
館
及
び
運
動
場

二

研
修
室
等
、
体
育
館
及
び
運
動
場

使

用

料

の

額

使

用

料

の

額

区

分

午
前
（
午
前

午
後
（
午
後

夜
間
（
午
後

午
前
・
午
後

午
後
・
夜
間

午
前
・
午
後

区

分

午
前
（
午
前

午
後
（
午
後

夜
間
（
午
後

午
前
・
午
後

午
後
・
夜
間

午
前
・
午
後

九
時
か
ら
正

一
時
か
ら
午

五
時
か
ら
午

（
午
前
九
時

（
午
後
一
時

・
夜
間
（
午

九
時
か
ら
正

一
時
か
ら
午

五
時
か
ら
午

（
午
前
九
時

（
午
後
一
時

・
夜
間
（
午

午
ま
で
）

後
五
時
ま
で
）

後
九
時
ま
で
）

か
ら
午
後
五

か
ら
午
後
九

前
九
時
か
ら

午
ま
で
）

後
五
時
ま
で
）

後
九
時
ま
で
）

か
ら
午
後
五

か
ら
午
後
九

前
九
時
か
ら

時
ま
で
）

時
ま
で
）

午
後
九
時
ま

時
ま
で
）

時
ま
で
）

午
後
九
時
ま

研
修
室
等
及
び
体
育

館
の
使
用
料
を
値
上

研
修
室
等

一
室
に
つ
き

二
、
七
〇
〇
円

二
、
七
〇
〇
円

二
、
七
〇
〇
円

三
、
一
〇
〇
円

三
、
一
〇
〇
円

三
、
四
〇
〇
円

研
修
室
等

一
室
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

二
、
八
〇
〇
円

二
、
八
〇
〇
円

三
、
一
〇
〇
円

げ
す
る
も
の
。

体
育
館

三
、
三
〇
〇
円

三
、
三
〇
〇
円

三
、
三
〇
〇
円

三
、
八
〇
〇
円

三
、
八
〇
〇
円

四
、
四
〇
〇
円

体
育
館

三
、
〇
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円

三
、
五
〇
〇
円

三
、
五
〇
〇
円

四
、
〇
〇
〇
円

運
動
場
（
宮
城
県
松
島
自

運
動
場
（
宮
城
県
松
島
自

然
の
家
に
限
る
。）

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
三
〇
〇
円

然
の
家
に
限
る
。）

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
三
〇
〇
円

備
考

備
考

一

「
研
修
室
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。

一

「
研
修
室
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。

１

研
修
室

１

研
修
室

２

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
室
（
宮
城
県
蔵
王
自
然
の
家
及
び
宮
城
県
志
津
川
自
然
の
家
に
限
る
。）

２

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
室
（
宮
城
県
蔵
王
自
然
の
家
及
び
宮
城
県
志
津
川
自
然
の
家
に
限
る
。）

３

プ
レ
イ
ル
ー
ム
（
宮
城
県
蔵
王
自
然
の
家
に
限
る
。）

３

プ
レ
イ
ル
ー
ム
（
宮
城
県
蔵
王
自
然
の
家
に
限
る
。）

４

音
楽
室
（
宮
城
県
志
津
川
自
然
の
家
に
限
る
。）

４

音
楽
室
（
宮
城
県
志
津
川
自
然
の
家
に
限
る
。）

５

会
議
室
（
宮
城
県
志
津
川
自
然
の
家
に
限
る
。）

５

会
議
室
（
宮
城
県
志
津
川
自
然
の
家
に
限
る
。）

６

コ
テ
ー
ジ
（
宮
城
県
松
島
自
然
の
家
に
限
る
。）

６

コ
テ
ー
ジ
（
宮
城
県
松
島
自
然
の
家
に
限
る
。）

二

使
用
時
間
が
こ
の
表
に
定
め
る
使
用
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
時
間
割
計
算
は
行
わ
な
い
。

二

使
用
時
間
が
こ
の
表
に
定
め
る
使
用
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
時
間
割
計
算
は
行
わ
な
い
。

三

研
修
室
等
及
び
体
育
館
の
使
用
料
は
、
こ
れ
ら
と
宿
泊
室
、
テ
ン
ト
又
は
山
小
屋
と
を
併
せ
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、

備
考
中
、
三
の
文
を

徴
収
し
な
い
。

削
除
す
る
も
の
。


